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一

が
、
明
治
十
二
年
十
ご
月
寺
悦
の
公
部
仰
を
詐
さ
れ
一
時
一
誠
一
信
の
命
に
よ
り
上
保
申
告
容
に
養
は
れ
、
民
部
少
一
の
統
一
仮
を
い
ひ
、
唐
様
で
あ
る
。
後
精
一
鰹
じ
て
高
田
「
シ
ョ
ウ
セ
ン
ジ
聖
専
寺
臨
時
郷
三
室
に
在
っ

た

o

一

輸

政

繁

と

改

め

、

後

…

奥

に

立

願

と

脱

し

た

が

、

事

に

一

読

に

な

っ

た

0

・

コ

¥

興

宗

商

振

に

臨

す

る

。

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
静
照
寺
能
美
榔
徳
久
に
在
一
よ
っ
て
結
後
を
迫
は
れ
、
秀
吉
に
仕
へ
て
入
庵
と
い
一
シ
ョ
ウ
セ
イ
ジ
正
替
寺
羽
咋
郡
黒
川
に
在
つ
一
シ
ョ
ウ
セ
ン
ジ
昌
泉
寺
鼠
笠
郡
山
回
一
洞
宗
総
持

っ
て
、
員
宗
東
援
に
臨
す
る
o
初
め
土
釜
に
あ
っ
て
て
町
』
た
o
後
そ
の
嫡
子
の
上
杉
家
に
残
っ
た
も
の
は
畠
一
て
、
民
宗
東
振
に
臨
す
る
。
一
寺
山
内
に
在
っ
て
、
慶
長
二
年
湛
翁
の
建
立
。
岡
山

静
問
答
す
と
い
う
た
。
常
寺
影
像
の
裏
書
に
、
『
奉
a
修
一
山
氏
に
復
し
、
次
子
以
下
徳
川
氏
に
仕
へ
た
も
の
は
一
ジ
ヨ
ウ
セ
イ
ジ
護
寄
金
棒
横
停
滞
川
に
在
一
内
洞
川
庵
に
邸
し
て
ゐ
た
が
、
今
は
廃
絶
し
た
。

縦

一

親

総

上

人

御

影

。

文

機

二

突

巳

年

六

局

十

七

日

一

上

保

氏

を

群

し

た

。

一

っ

て

、

長

宗

東

振

に

臆

す

る
o
も
と
小
松
海
寮
寺
の
一
シ
ョ
ウ
ゼ
ン
ジ
勝
善
寺
石
川
榔
竹
松
に
在
つ

加
州
能
楽
部
山
氏
側
郷
土
室
滞
照
寺
常
住
物
也
。
願
引
一
シ
ョ
ウ
シ
ン
小
身
加
担
滞
で
は
知
行
四
百
五
一
支
坊
で
あ
っ
た
か
ら
、
悦
人
小
松
御
坊
と
呼
ぶ
。
‘
一
て
、
興
宗
東
祇
に
臨
す
る
。
初
め
金
滞
鑓
屋
町
に
鴎

椋
正
隆
0
』
と
あ
ろ
。
元
利
五
年
今
の
地
に
移
っ
た
。
↑
十
行
米
諸
を
小
身
と
い
ひ
、
.
平
生
田
畑
を
伺
ふ
こ
と
を
一
ジ
ヨ
ウ
セ
イ
ジ
湾
審
寺
能
美
都
小
松
本
折
町
一
り
、
明
治
十
三
年
今
の
地
に
移
っ
た
。

ジ
ヨ
窃
シ
ョ
ウ
ジ
成
鐙
寺
河
北
側
仰
上
山
凶
に
一
製
せ
ず
、
職
時
に
役
邸
側
ハ
役
筒
・
役
弓
・
役
長
柄
・
役
旗
〉
一
に
在
っ
て
、
民
宗
東
波
に
関
す
る
。
初
め
は
三
日
市
一
シ
ョ
ウ
ゼ
ン
ジ
性
善
寺
羽
咋
端
午
首
に
在
つ

在
っ
て
、
鍵
宗
東
一
献
に
臨
す
る
o
ナ
を
出
す
の
義
務
を
訴
は
な
か
っ
た
o
四
百
五
十
石
以
一
町
に
在
っ
た
が
、
高
治
二
年
今
の
所
に
縛
じ
た
と
い
一
て
、
長
宗
東
一
般
に
鴎
す
る
。

ジ

ヨ

ウ

シ

ョ

ウ

ジ

成

正

寺

羽

咋

榔

金

屋

に

在

一

上

を

中

身

と

し

、

人

持

組

以

上

を

大

身

と

す

る

。

但

一

ふ

。

一

ジ

ヨ

ウ

セ

ン

ジ

海

泉

寺

江

泊

都

南

郷

に

在

つ

っ
て
、
提
宗
東
振
に
臨
す
る
o
一
し
平
士
で
千
石
以
上
を
党
け
る
者
も
亦
大
身
の
列
で
一
ジ
ヨ
ウ
セ
イ
ジ
湾
替
寺
鳳
至
郡
古
君
に
在
つ
一
て
、
異
宗
東
涯
に
鴎
す
る
o

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
成
正
寺

mm
咋

榔

一

放

聞

に

在

一

あ

ら

う

。

一

て

、

提

宗

東

波

に

回

す

る

o
初
め
岡
榔
菅
谷
に
跨
た
一
ジ
ヨ
ウ
セ
ン
ジ
源
泉
寺
鹿
島
泌
七
尾
に
在
つ

っ
て
興
宗
束
振
に
幽
す
る
。
も
と
問
榔
菅
野
屋
村
に
一
ジ
ヨ
ウ
シ
ン
静
民
四
傑
天
阜
の
天
瓶
二
年
、
一
が
、
正
保
二
年
今
の
地
に
幣
じ
た
。
一
て
、
民
宗
東
振
に
廊
す
る
。

同
た
が
、
天
和
二
年
今
の
地
に
鱒
じ
た
と
い
ふ
。
一
・
也
統
保
の
抑
提
駿
者
、
故
な
く
し
丈
白
山
本
宮
の
紳
一
シ
ョ
ウ
セ
キ
紹
碩

J
ガ
サ

y
y
ヨ
ウ
セ
キ
一
ジ
ヨ
ウ
セ
ン
ジ
海
尊
寺
河
北
部
高
松
に
在
つ

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
.
篠
生
寺
江
沼
郷
励
橋
に
在
一
議
闘
を
波
倒
し
た
。
衆
徒
等
乃
ち
之
を
叡
山
に
訴
一
餓
山
紹
碩
。
一
て
、
異
宗
東
一
献
に
邸
す
る
。

っ
て
、
提
出
訳
商
振
に
臨
す
る
o
山
続
は
生
龍
山

χ
は
一
へ
、
か
の
聞
の
作
毛
を
牧
納
す
べ
き
下
知
を
得
た
か
一
シ
ョ
ウ
セ
ツ
小
説

4
ハ
イ
ジ
稗
史
。
一
ジ
ヨ
ウ
セ
ン
ジ
海
事
申
帯
珠
洲
榔
松
一
波
に
在
つ

綜
山
o
初
め
篠
の
道
場
と
属
し
た
が
、
箆
文
九
年
篠
一
ら
、
底
使
を
遣
は
し
て
之
を
起
っ
た
と
こ
ろ
、
都
銀
一
シ
ョ
ウ
セ
ツ
ル
イ
シ
ユ
ウ
小
説
類
集
一
加
。
戸
」
1

員
宗
商
振
に
鴎
す
る
o

生
寺
と
殴
め
た
o
二
十
四
策
願
奔
附
曾
に
、
『
民
援
橋
一
竪
者
は
怒
っ
て
紳
鉾
を
段
納
し
、
使
者
を
殴
打
傷
害
一
諸
侯
の
こ
と
、
特
に
務
古
代
々
の
泡
事
を
記
す
る
。
一
ジ
ヨ
ウ
セ
ン
ジ
静
泉
寺
能
楽
部
中
島
に
在
つ

と
い
ふ
所
に
、
篠
生
寺
と
て
漣
如
上
人
の
硲
跡
あ
一
し
た
。
是
に
於
い
て
衆
徒
は
、
入
居
廿
九
日
彼
の
政
一
前
回
綱
紀
時
代
の
も
の
で
あ
ら
う
。
一
て
、
昼
訴
事
政
に
臨
す
る
o
初
め
石
川
郡
松
任
に
居

。
。
謹
附
袋
に
て
綜
を
食
し
給
ひ
、
そ
の
包
み
た
る
一
所
を
製
ひ
、
先
の
加
答
者
入
人
を
鋪
へ
て
蹴
っ
た
。
一
シ
ョ
ウ
セ
ン
湘
泡
能
美
郡
小
松
の
入
金
屋
五
一

b
、
安
政
四
年
寺
脱
を
唱
へ
、
明
治
十
一
年
十
一
月

篠
を
地
に
さ
し
給
ひ
し
に
、
忽
ち
械
を
生
ひ
、
今
に
一
事
は
白
山
富
班
鍛
講
中
記
録
に
見
え
る
。
一
郎
右
衛
門
の
三
男
で
、
俗
事
を
好
ま
ず
、
中
年
世
を
一
今
の
地
に
移
っ
た
。

共
篠
あ
り
て
‘
灘
先
に
奏
会
の
痕
あ
り
と
い
へ
↑
ジ
ヨ
ウ
シ
ン
ジ
海
心
寺
羽
詰
抑
制
新
保
に
亙
れ
て
宇
治
の
質
管
に
入
。
認
を
修
し
た
。
宗
一
ジ
ヨ
ウ
セ
ン
ジ
乗
艦
寺
河
北
泌
舟
織
に
在
つ

り
。
故
に
篠
生
寺
と
撹
す
と
な
ん
0
』
と
あ
る
。
・
一
在
っ
て
、
日
蓮
宗
に
臨
し
、
資
畠
山
と
概
す
る
。
開
一
十
四
年
九
月
十
日
入
減
し
・
岡
部
金
平
に
葬
る
。
世
一
て
、
民
宗
東
援
に
鴎
す
る
o
も
と
道
場
で
あ
っ
た

シ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
ネ
少
将
寝
加
邦
銀
作
旬
、
加
州
一
山
妙
心
院
日
停
が
澗
谷
妙
成
寺
巡
隠
の
後
、
正
保
二
一
蹴
七
十
=
一
。
一
が
、
明
治
二
年
入
用
寺
悦
の
公
講
を
詐
可
せ
ら
れ

の
際
医
二
人
、
.
石
川
掛
目
隠
・
見
定
設
に
伐
っ
て
泊
一
年
之
を
柳
聞
に
創
建
し
た
も
の
で
、
第
永
四
年
今
の
一
シ
ョ
ウ
セ
ン
語
専

J
マ
ツ
モ
ト
ジ
ヨ
ウ
セ

y

一
た
。

っ

た

時

、

激

英

建

一

枚

を

奥

へ

た

か

ら

、

今

一

枚

を

一

地

に

移

っ

た

一

松

本

緩

専

。

一

ジ

ヨ

ウ

ゼ

ン

ジ

海

善

寺

羽

咋

都

二

岬

屋

に

在

っ

と
加
盟
し
た
に
、
少
勝
俊
に
せ
よ
と
い
う
た
。
少
将
一
ジ
ヨ
ウ
シ
ン
ジ
簿
毘
寺
河
北
部
津
幡
に
在
つ
一
ジ
ヨ
ウ
セ
ン
海
泉
一
向
宗
の
併
。
建
知
上
人
一
て
、
民
宗
東
荻
に
臨
す
る
。

胞
と
は
平
判
官
康
蝋
・
丹
波
の
少
将
成
総
が
、
常
に
一
て
、
民
宗
束
波
に
臨
す
る
。
初
め
同
郡
能
翻
に
跨
た
一
の
帖
外
御
文
入
十
は
、
部
泉
が
了
珍
と
共
に
在
京
中
、
一
ジ
ヨ
ウ
ゼ
ン
ジ
乗
善
寺
金
持

.， 
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